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1．はじめに

　前年に執筆した拙稿では、2007 年 4 月にサイバー大学（以下、「本学」）を開学した原
点に遡り、主に認定地方公共団体である福岡市との関係に焦点を当て、構造改革特別区域
計画（以下、「特区計画」）を活用した設立時の経緯とその成果について解説を行った1）。
開学当時、通学不要で卒業に必要な 124 単位分のすべての授業をインターネット経由で行
う完全オンラインの大学は、国内で本学が「初」であり、特区計画の特例措置（特例措置
番号 832）でのみ認められたものであった。コロナ禍を経た現在において、もはや当たり
前に感じられるオンライン教育について、当初は面接授業と同等の「質」を担保すること
ができるのか、懐疑的な見方があったのは確かである。
　我々が大学設置の認可を受けるに当たっては、「構造改革特別区域計画認定申請マニュ
アル」に従って、「教育研究に支障がない」ということを客観的に判断できる十分な材料
を提示することが求められ、インターネットによる指導および教育相談を円滑に処理する
ための体制の確保として、具体的には「①通信障害時の復旧体制、② 24 時間サポート、
③ TA による指導補助、④インストラクショナル・デザイナーの配置、⑤対面コミュニ
ケーション」のような実態を備えていることが要件であった2）。2012 年 10 月から 2013 年
3 月まで計 7 回行われた「大学通信教育等における情報通信技術の活用に関する調査研究
協力者会議」の第 5 回に、本学は完全オンライン大学の先行事例として実施状況のヒアリ
ングを受け、当時の有識者委員会による審議の結果を経て、学部教育の特例措置について
は、2014 年 4 月から全国展開することが決定し、現在の大学通信教育設置基準第 9 条第 2
項の法改正に至っている3）。本学の開学から 7 年を要した法改正ではあるが、我が国にお
いて、校舎等施設の面積要件を満たさずに完全オンライン大学（以下は通称として、これ
に類するものも含めて「オンライン大学」と略記）を設置できる根拠法令の施行に一定の
貢献を果たしたと考えたい。すなわち、適切な教育指導体制を確保したオンライン教育の
実施であれば、入学から卒業まで通学が一切不要でも十分な教育効果があると認められた
と言ってもよいであろう。
　以下では、通信制大学の新たなカテゴリーとして誕生したオンライン大学の歴史的な経
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緯を踏まえ、本学の取組みを事例として、主に 2010～2019 年度までの 10 年間に渡り、変
革と発展を遂げてきた軌跡について解説を行う。

2．通信制大学の歴史とオンライン大学の台頭

　本学と同様のオンライン大学の設置を全国的に認める法改正から 10 年が過ぎ、通信制
大学はどのように変革し、社会からどのように評価されるようになったであろうか。本学
が開学する前までの、通信制大学における伝統的な授業の実施形態は、印刷授業（講義教
材を配布して行う授業）や放送授業（テレビやラジオで講義を放送する授業）が中心であ
り、学生は一定のスクーリング授業（面接授業）への参加と、試験会場で行う試験に合格
することで単位を修得できる。大学通信教育は、今から約 75 年以上前の 1940 年代後半か
ら 1950 年代前半にかけて、大学の社会的な開放として、通学課程を設置する大学が通信
制を併設することから始まった制度であり、通学制の補完的な位置付けとして広がった。
そして、放送大学学園法の整備に基づき、1981 年 10 月に初めて「大学通信教育設置基準」
が制定されることになり、通信制のみの放送大学が 1983 年に設置された（放送による授
業開始は 1985 年 4 月より）。これはもう 40 年以上も前のことである。
　その後、インターネットの普及により、1998 年 3 月より、大学設置基準第 25 条第 2 項
に、「大学が履修させることができる授業等」として、「メディアを利用した授業」につい
て規定され、2001 年 3 月には、文部科学省告示第 51 号の「メディア授業告示（2008 年 4
月より一部文言を改正して施行）」とともに、大学通信教育設置基準における授業の実施
方法に、メディア授業が明記されることになった4）。実はこの時点で、「一定の要件」を
満たした高度なメディア授業は、法的に「大学設置基準第 25 条第 1 項に規定する面接授
業に相当する教育効果を有すると認めたもの」という考えが示されており、従前のスクー
リング授業（面接授業）をメディア授業に代替することで、理論上、通学不要で卒業が可
能になっている。ここで言う「一定の要件」とは、①同時双方向型のメディア授業、また
は、②オンデマンド型（非同時双方向）のメディア授業のことであり、後者の②の場合
は、毎回の授業の終了後すみやかに設問解答、添削指導、質疑応答を行うことと、学生間
の意見交換の機会確保が求められる。通信制大学の新たなスタイルとして、2007 年 4 月
から完全インターネット制のオンライン大学を実現した本学の授業実施形態は、いつでも
どこでも誰もが平等に学ぶことができる②のオンデマンド型のメディア授業を基本的に採
用している（現在は、一部の演習科目で、①の同時双方向を行うケースがある）。
　法令上の用語ではないが、一般的には、大学は通学制と通信制の二つに分類され、主と
して通信教育を行う大学は、「通信制大学（通学制と併設する場合は「通信教育課程」な
ど）」という言葉でまとめられる。しかし、通信制大学における授業の実施形態で伝統的
なスタイルは、印刷授業や放送授業であり、本学が採用するメディア授業という概念は、
70 年以上の歴史の中では比較的新しい要素である。近年では、放送授業はテレビ・ラジ
オ放送の代わりにインターネット配信も可となったため、上述①②の双方向指導が必須で
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あるメディア授業と混同される節もあろう。授業の多様な実施形態を認めることで、時間
や場所の制約を受けず、あらゆる年齢層の人々に開かれた大学を提供することが通信教育
の基本理念ではあるが、その一方で教育の「質」を問う場合、学校の種別として、すべて
を一括りに「通信制大学」と呼んで比較することが現在も適切かどうかは再考が必要では
ないかと思料する。
　例えば、通信制大学において、通学課程と併せ行う場合では、同大学の通信制の方では
収容定員が通学課程の定員の数倍以上に遥かに大きく設定されていても、通信教育を本務
とする教職員はごく少数で運営している場合があり、その結果として通学制よりも極めて
低廉な授業料を実現していることがある。本務の教職員の人数が少ないと、当然ながら学
生一人ひとりへの専門的な指導および支援に限界があり、迅速且つ丁寧な対応は難しくな
る。このような実態は、長年に渡る慣習や現行の法制度における設置基準の規制が旧態依
然であることに背景があるが、本質的に通信教育の質向上について議論をする場合、決し
て課題がないとは言えないであろう。なお、すでに法的な見解で示されているとおり、大
学設置基準第 32 条第 5 項において、通学制課程の卒業要件単位に最大 60 単位まで加える
ことができる通信教育の実施方法は、文部科学省告示第 51 号に基づくメディア授業のみ
である。通学課程と同等の教育効果を有するメディア授業の質的要件を十分に満たすため
には、相応の責任ある組織体制を確保して授業を実施しなければならないことは言うまで
もない。コロナ禍を経て、通学制でもオンライン教育を取り入れる大学が現れる中で、通
信制と通学制の垣根がなくなりつつあるという見方もあるが、今後の通信制大学の質向上
に向けては、通学制と同等（またはそれ以上）の価値を提供する本格的なオンライン大学

（本学では「デジタル大学」と呼ぶ）を新たな大学のカテゴリーとして識別し、社会的な
評価を高めていくことが重要である。本学の歩みは、こうした流れを先駆的に推進してき
たことの証明であると考えている。

3．オンライン大学の変革と発展の軌跡 ～本学を事例として～

3.1．開学から続けられてきた試行錯誤

　2025 年 3 月末をもって本学は、開学から丸 18 年が経過する。入学から卒業までの一連
の手続きや授業の実施、学修および学生生活支援、システム利用支援など、ありとあらゆ
ることをデジタルで実現する大学運営は、ある意味では実験的な試みとして、常に試行錯
誤の連続であったと言える。コロナ禍を契機に、昨今ではオンライン教育に対する社会的
な認知が浸透しつつあるが、開学直後である 2008 年に発生したリーマン・ショックに伴
う世界的な経済情勢の悪化の影響も大きく受け、2010 年 5 月には世界遺産学部の募集停
止という窮地に立たされたこともあった。とりわけ世界遺産学部の学生は、高年齢のシニ
ア層が中心であり、インターネットの利用に不慣れな面があったことも課題であるが、テ
クノロジーが普及した今であれば状況は全く違っていたかもしれない。しかし、当時の経
営判断で、集中と選択により、2011 年度以降は人的・資金的なリソースを IT 総合学部に
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最大限振り向けることで、現在は正科生のみで約 4,000 人規模の大学に成長するまで V 字
回復を果たすことができた。これは何か一つの取組みで成し得たものではなく、様々な分
野に渡って、大学が自主的に掲げた行動目標・数値目標に対する課題を発見し、それらに
対して改善と向上のための努力を教職協働で組織的に繰り返し行ってきたことの賜物であ
る。歴史のすべてを本稿で網羅的に記すことはできないが、とりわけ重要な変革として、
①カリキュラムの進化、②テクノロジーの発展、③学修に関わる制度設計の改革、④内部
質保証体制の確立について、それぞれ順番に解説を行いたい。

3.2．①カリキュラムの進化

　IT 総合学部 IT 総合学科のカリキュラムは、開学前の設置認可申請時から変わらずに、
IT 分野での国際競争力向上を目指し、コンピュータサイエンスから通信技術、それらを
ビジネスに応用する知識、そしてサイバーリテラシー（現在で言う「IT リテラシー」）を
身に付けるために必要な科目を総合的に提供している。卒業要件を満たした者には、日本
で唯一の学士（IT 総合学：Bachelor	of	Information	Technology	and	Business）を授与す
る教育課程であり、文部科学省の認可により、学位の分野は「経済学、社会学、工学」の
三つの総合分野と定義された。学部のカリキュラムを構成する専門・教養・外国語教育の
改編状況は以下のとおりである。
　

3.2.1．専門教育について
　2007 年 4 月の開学から 2010 年度の完成年度終了まで、カリキュラム上の科目区分とし
ては、専門科目（基礎講義・演習／専門講義・演習／卒業研究）、教養科目、外国語科目
を設定し、それぞれの区分において卒業に必要な単位数を履修規程で定めていたが、必修
科目に指定していたのは 1・2 年次配当の英語科目 6 科目 12 単位のみであった（実質的に
全員が必修となる 4 年次の卒業研究を除く）。もちろん、このように必修科目をほとんど
設けない通信制大学は他にも例が多く、多様なバックグラウンドと学修目的を有する学生
を受入れるために、テーマ別の「履修モデル」を提示することで個々の学生の学修ニーズ
に対応するのが通常である。本学も他校の例に倣っており、卒業研究に至るまでの科目選
択は、区分ごとの必要単位数や卒研担当教員が推奨するテーマ科目以外には何ら制限を設
けず、学生の自由選択を尊重するカリキュラムを構成していた。ただし、履修モデルだけ
を拠り所にした状態で、昨今頻繁に言われる「学修者本位」の教育が実現されていると高
らかに述べるのは相応しくないであろう。事実、本学では自由選択であり過ぎた故に、学
生が本来は上位の科目を履修する前に理解しておくべき知識やスキルが不十分な状態で科
目を選択する事態が発生し、不本意にも単位修得を逃してしまう者も少なくなかった。尚
且つ 2010 年度以前の入学者で、授業科目の再履修を行う場合は、該当の授業料を一度に
限り無償とする制度にしていたため、安易に履修を中断してしまう傾向もあった（本制度
は 2015 年度をもって廃止した）。
　そこで、学内に「カリキュラム検討委員会（当時）」を設置し、2011 年度からの入学者
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に適用するコース・プログラム制のカリキュラムへの改編を行うことにした。重点的に議
論した点として、「開講授業科目の内容について科目間で重複や不足、不要な部分がない
かどうか」、「学生が履修する順序はどうあるべきか」、「より深い専門性を確実に身に付け
させるための構造をいかに設定すべきか」などがあげられる。専門科目では、テクノロ
ジーコースに「ネットワーク」「セキュリティ」「ソフトウェア」「アーキテクチャ（2014
年度末をもって廃止）」プログラムを、ビジネスコースに「IT マネージメント」「ネット
ビジネス」「起業・経営」プログラムを設置することとし、計 2 コース 7 プログラム制に
編成し直した。授業科目の適切な履修順序や体系性を明示した「科目履修体系図」を作成
し、プログラム別に専門基礎 18 科目 36 単位、専門応用 4 科目 8 単位、卒業研究 2 科目 4
単位を必修科目で指定した。卒業研究科目は、2010 年度以前に入学した学生は、全員が
通年で 2 科目 10 単位の修得が必要であったが、教員が指定するテーマに基づいた研究ま
たは演習を行う「ゼミナール」と、実践的な研究論文や報告書の執筆までを行う「研究プ
ロジェクト」に分割し、前者のみを必修とした。
　このとき、実に開講科目の半数以上を入れ替える大規模なカリキュラム改定を決断した
理由は、学生にとって効果的かつ効率的に専門分野の知識およびスキルを修得できるよう
にするという基本方針が第一にあったからである。いわゆる三つのポリシー（ディプロ
マ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針：DP）、カリキュラム・ポリシー（教育課程編
成・実施の方針：CP）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針：AP））の策定
は、当時の法律ではまだ義務化されていなかったが、カリキュラム改編の過程で学部の人
材育成目標を明確にすることを目的に、教授会での審議を経て明文化をして、2011 年 6
月に大学ホームページに公表している。先んじて 2010 年 10 月に策定した AP には、「ビ
ジネスのわかる IT エンジニア」および「IT のわかるビジネスパーソン」という言葉を用
い、わかりやすく簡潔な表現として採用した。
　専門科目の履修要件については、以後も継続的に見直しが進められた。2013 年度には
専門基礎科目の必修単位を 20 科目 40 単位に、専門応用科目の必修単位を 2 科目 4 単位に
変更した。2014 年度には専門基礎科目の必修単位を 9 科目 18 単位に、専門応用科目の必
修単位を 4 科目 8 単位に変更した。2016 年度には専門基礎科目の必修単位を 7 科目 14 単
位に抑え、専門応用科目は必修をなくして卒業研究ゼミナールで教員が履修を推奨する科
目のみが前提となった。2016 年度秋学期からは卒業研究ゼミナール 2 科目 4 単位を 1 科
目 2 単位に吸収統合した。更に、2019 年度からは卒業研究の研究プロジェクト I/II（選
択 2 科目 4 単位）を特別研究 I/II（選択 2 科目 6 単位）に改定した。2011 年度に大幅な
カリキュラム改定を行った後も、学生の履修状況について毎学期の分析をしながら、状況
に合わせた軽微な要件変更を繰り返してきたものである。ただし、卒業研究は本学のカリ
キュラム・ポリシーにおいて、学位プログラムの集大成とする重要な科目と位置付け、出
口における質保証を確実に行うために、テーマ別に 20～30 人程度の少人数にグループ分
けし、専門分野の教育を担う専任教員が、直接的に一人ひとりの学生を指導する体制を維
持している。



50

サイバー大学研究紀要　第2号（2025年 3月）

　総じて、必修科目が徐々に減少していることが危惧されるかもしれないが、2011 年度
からのコース・プログラム制のカリキュラムの特色は、科目間の履修の前後関係を体系的
に整理したことであり、2010 年度以前の自由選択で発生していたようなドロップアウト
の課題が低減されることが明らかになった点も大きな改定理由である。2016 年度からは
必修科目の代わりに、プログラム別に履修すべき推奨科目を 6～8 科目（12～16 単位分）
設定し、希望する卒業研究へのエントリーにおいて、推奨科目の単位修得状況を勘案する
ことにした。厳格な順次性と体系性を確保しながら、学生の履修の柔軟性を許容するカリ
キュラムへと変貌し、最適化が進んでいったと考えられる。ただし、このカリキュラムで
は、学修目的が明確な社会人にとっては、予めコース・プログラムが指定されていて順序
良く学びやすいものであるが、進路未定の若年層が 3 年次に進級してから自分自身の適性
に鑑みて、プログラム選択を変更した場合に、未履修の基礎科目（必修）に戻って学び直
さないといけなくなるという課題が残った。また、学生の多様性に配慮し、3 年次の応用
科目に必修を置かず、プログラム別の推奨科目のみを指定していたため、卒業研究に至る
学生の水準にバラつきが生じ、担当教員が個々の学生のレベルに応じた指導を行わざるを
得なかった。これらの課題を克服して、真の学修者本位の教育を実現するために立案され
たのが、2024 年度からのマイクロクレデンシャル制カリキュラムであるが、本稿では説
明を割愛する5）。
　カリキュラムの改編に関しては、時代に即した社会のニーズを踏まえて、開講科目の入
替や教育内容の充実強化を図ってきた分野も多い。2016 年度からは、建学の理念に基づ
き、すべての人に IT の活用力を身に付けてほしいという期待から、多様なコミュニケー
ションメディアやテクノロジーを実社会で活用できる人材の育成を目指して、IT コミュ
ニケーションコースと同プログラムを追加した。更に 2018 年度からは、文部科学省によ
る「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度」が整備されるより前に、他
校に先駆けて、人工知能の理論や技術を学び、それを具体的なビジネス課題の解決に応用
できる人材の育成を目的に、AI テクノロジープログラムを新設した。時代に即したコー
ス・プログラムの拡充に呼応して、入学者数も年々増加し、2022 年度からの収容定員の
増加に結び付いたと言えるであろう。
　

3.2.2．教養教育について
　教養科目のカリキュラムに関しても進化を遂げている。開学時は、日本十進分類法に基
づいたクラスターによって多種多様な教養科目を分類し、すべて選択科目としていたが、
2012 年度より、教養教育のディプロマ・ポリシーを修得するために必要な四つの学問分
野「1. 人文科学、2. 社会科学、3. 自然科学、4. キャリアデザイン」を定義し、教養科目群
の再分類を行った。自由選択ではあるが、学生にはこれらの分野をバランス良く身に付け
させるよう履修案内をしている。とりわけ重要な改定は、2012 年度秋学期より「スタディ
スキル入門」を、2013 年度秋学期より「スタディスキル実践」を新規開設し、本学にお
ける教養教育の入口と出口を管理するための必修科目として位置付けたことである。前者
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は、初年次教育の中心となる科目で、本学において入学時に最初に受講してもらうこと
で、オンライン教育での学習方法や IT を活用したコミュニケーションスキルを学び、早
期に学習習慣を定着させることが目的である。本科目と同様の授業は、本学より後に設置
された他のオンライン大学でも採用されていることが多く、それらの先行事例となってい
る。後者は、学生自身の教養修得体験を基に、ビデオ発表のプレゼンテーション課題を提
出することを義務付けた科目であり、学生同士で発表内容を視聴し合い、非同期でグルー
プディスカッションを実施する。卒業研究科目のゼミナールでも専門分野で教員が指定す
るテーマ別に同様の発表を課すため、その事前練習の役割も担っている。
　2012 年度当時は、教養教育の四つの学問分野で「4. キャリアデザイン」に該当する分
野のキャリア教育または職業教育は、わずか 7 科目であったが、2014 年度に「キャリア
デザイン」「セルフマネジメント論」「リーダーシップ概論」「コミュニケーション論」「ロ
ジカルシンキング」を追加、2016 年度に「ロジカルライティング」「プレゼンテーション
入門」「IT による知的生産術」を追加して計 15 科目となった。2019 年度からは若年層且
つ未就業で入学する学生数が増加してきたことへの対応のため、「就職活動実践演習」と
いう科目を新設し、業界・企業研究や自己分析手法の学習、オンラインでのリアルタイム
模擬面談、同年代の学生間でのディスカッション等を通じて、企業が求める人材を理解
し、自己の強みを活かしたキャリア形成の視点を指導している。これらの職能開発に関わ
るリテラシー教育の分野については、本学と協定を締結する単位互換校からも学習ニーズ
があり、他校の一般教養には少ない特色のある科目群を構成している。他の分野に該当す
る科目も、時代の変化に合わせて新陳代謝を行っており、環境問題・災害防止、社会保障
および医療分野に関わる授業など、2015 年 9 月に国連で採択された SDGs に関連した科
目の開講も随時進めてきた6）。
　2013 年度秋学期から施行した履修要件の改定により、本学では共通区分として、専門・
教養・外国語科目のいずれかから 26 単位分を自由に選択して履修できるようにしている。
共通区分の活用により、学生の興味・関心に応じて、専門分野または教養・外国語の科目
履修を増減させることが可能である。主として IT およびビジネスを学べることが本学の
強みであるが、全学生に実施するアンケートでは、「授業を通して身に付いたもの」とし
て、「教養に関する興味の幅が広がった」という項目が毎年必ず上位三項目の中に入るこ
とも特筆される。在籍する多くの社会人から高く評価されており、大学教育で得られるも
のとして、専門性だけでなく、教養を深めることも重要であることが学生の意見から窺え
る。
　

3.2.3．外国語教育について
　外国語のカリキュラムでは、職務を遂行する際に役立つ基本的な語学力を養うため、英
語教育に重点を置くとともに、中国語科目を選択で配置している。開学当初の英語科目で
は、「リスニング」「リーディング」「ライティング」の各技能をそれぞれに分けて、1・2
年次の必修として I と II の二段階で計 6 科目 12 単位を、「スピーキング」を含む総合英
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語は、2・3 年次配当の選択として 4 科目 8 単位分を開講していた。通常の大学教育であ
れば、このような授業科目の開講はよくあることだが、「①教育内容が個々の教員に依存
して平準化されていないこと」、「②科目ごとの教育方針の違いから、多数配置された指導
補助者の最適な活用ができていないこと」、「③ビデオオンデマンドの講義形式のため、演
習を伴う双方向の指導が不足していること」という課題があり、尚且つ「④学生は、同一
学期に複数の英語科目を履修しながら、それぞれの技能を別個に学ばなければならないこ
と」という点で、非効率な学修体系になっていたと言える。
　そこで導入されたのが、世界中で 7 百万人（当時）が利用するオンライン語学学修サー
ビス「TELL	ME	MORE」という教材である。2013 年度より、英語の全科目で採用する
ことを決定し、1・2 年次は基礎英語 I/II と中級英語 I/II の必修 4 科目 8 単位、3 年次に
は上級英語－生活 I/II および実務 I/II の 4 科目 8 単位を開設することに変更した。本教
材は、国際標準規格である	CEFR（Common	European	Framework	of	Reference	 for	
Languages）に準拠しており、一つの科目内で「読み、書き、聞き、話す」の四技能を総
合的に学ぶことができ、学生は段階的にスキルを修得することが可能である。また、学修
単位が小さなアクティビティに細かく分割されていることも特徴であり、テキスト問題か
ら、ビデオまたは音声を用いた問題、場面ごとに設定される筆記式の問題、音声認識機能
による発話問題など、多種多様で豊富な設問を学生自身が能動的に進めていく学修スタイ
ルに変容した。教材導入の効果は学生だけではない。英語科目の担当教員は、全員が共通
の教材を取扱うため、チームで授業の運用設計を行い、指導補助者も含めて協力的に授業
を運営・評価する体制が構築されたのも、これが契機である。四技能を 1 科目で同時に学
び、段階的にレベルアップさせるため、英語科目の履修は 1 学期につき 1 科目のみに限定
した。本教材の導入以後も、学生の受講モチベーションを維持しつつ、履修途中での科目
のドロップアウトを低減するための様々な運用改善を繰り返し、最初から全く受講を開始
しない学生（本学では「サイレント学生」と呼ぶ）を除いて、80％以上の単位修得率を達
成した。
　しかしながら、上記の外部教材に関しては、技術的な課題が顕在化するようになったた
め、2018 年度をもって利用を終了した。最も大きな理由は、インターネットブラウザの
仕様変更に伴い、映像再生によるリスニング課題や音声認識を伴うスピーキング課題を実
施する際に必要な Adobe	Flash	Player のサポート終了が 2020 年末と発表されたことであ
る。外部システムを利用する際、アプリケーションのアップデートが時代の変化に追い付
かない場合に、このような事態が発生することに留意が必要であり、システムの入替時期
の見極めが重要となる。この課題を解消するとともに、モバイル端末による学習の利便性
も向上させることを目的として、英語科目担当の教職員チームでは、2019 年 4 月より新
たな外部の英語学修サービスを導入し、システム部との協力の下、本学向けに独自にカリ
キュラムをカスタマイズした「CU	ENGLISH」というアプリケーションを開発した。
　新しい教材も CEFR に準拠し、四技能を総合的に学ぶことができる点は共通であるが、

「①受講者の進捗や理解度のレベルに応じて教材の設問と難易度が自動的に最適化される
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アダプティブ・ラーニングを採用」、「②ネイティブ講師とのグループ形式によるライブ指
導（リアルタイム授業）を 24 時間いつでも受講可能」とすることで、より高い教育効果
を実現している。もともとアメリカの言語学者およびシステムエンジニアによる専門チー
ムが開発したオンライン教材であり、個々の学習コンテンツは随時アップデートされて、
最新の社会情勢や時事問題、新しく登場する技術に対する専門用語を交えた議論を理解す
るプロフェッショナル向けの内容も含まれる。これを踏まえ、2019 年度から選択科目の
上級英語は、I－A/B、II－A/B の 4 科目 8 単位に編成し直した。こうした外部教材を活
用する際の学生指導にあたっては、担当教員を中心とした教職員のチームによるファシリ
テーション能力が求められる。学修継続のための動機付けコンテンツや FAQ の整備、週
次の受講進捗管理に伴う適時適切なタイミングでの学生サポートなど、非常に手厚い指導
体制とノウハウを確立し、今も日々の運用改善を積み重ねている。
　なお、本学以外の通信制大学では、英語科目が選択科目の扱いで、卒業までに履修を行
わなくてもよいことがあるが、本学では IT を活用した英語学修の環境を整備することで、
日本にいながら在学中に留学の疑似体験が可能である。基礎から中級レベルまでは必修で
あるため、全学生が確実に、スピーキングも含めた英語スキルを修得する。学生向けに実
施している外部アセスメントテスト（GPS-Academic）では、受検者全体の 20％以上が

「1 年以上の留学を希望している」と回答しており、この数値は外国語を専門とする他大
学の学部・学科に匹敵するという。実際に、在学中から海外に出る者や、卒業後に海外の
大学院に進学する者もおり、こうした海外志向の意欲の高い学生に対する学修ニーズにも
応えられるように、本学では、本格的な英語教育をオンラインで実施できていることが特
色である。

3.3．②テクノロジーの発展

　インターネットを利用したメディア授業の広がりは、2000 年代後半のブロードバンド
回線の社会普及が技術的な背景にあり、本学はその先駆けとして、時代の変化とともに度
重なる実証実験を繰り返しながら、オンライン学修環境の構築に挑んできた。開学時の
Learning	Management	System（LMS）は、国内外の製品を検討した上で、当時日本よ
りも先行する韓国のオンライン大学が利用していたシステムを日本語にローカライズして
導入開始したものであった。学生専用サイトと教員専用サイトでログイン後の機能が分か
れており、ラーニングブラウザと呼ばれる履修成績システムと連携することで、学生の履
修登録から科目の受講、成績評価までの一連の過程が行われた。教員および学生が利用す
るコンテンツ制作ツールについても、同じく韓国を拠点とする EdTech 企業が開発した
インストール型のソフトウェアを全員に提供し、開学 1 年目の初学期から、演習科目では
学生にプレゼンテーション課題の提出を求め、他の学生への配信、そして教員からの
フィードバックコンテンツの配信というオンデマンド双方向型の学習を開始した。また、
期末試験システムに関しては、別の国内企業が開発した LMS のテスト機能を活用し、そ
こに本学独自の機能を追加して、2008 年度春学期から本人確認のための顔認証と試験中
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の顔監視を早期に実現した。
　しかしながら、これらのシステムのいずれもが、Windows	OS に搭載のブラウザ

（Internet	Explorer）以外では利用できないという不便さがあり、且つ 2010 年頃から制作
用ソフトウェアが OS のアップデートに対応しなくなるという課題が現れてきたところ
で、全面的なシステムの入替を検討することになった。当時の時代背景として、2008 年 7
月に iPhone	3G が国内で初めて販売開始され、インターネットブラウザは Google	
Chrome や Mac	OS の Safari が 2009 年に初リリース、2010 年 1 月にはタブレット型 PC
の iPad が誕生した頃の話である。インターネット通信の速度向上と回線のエリア拡大だ
けでなく、今では標準的に利用されているブラウザやデバイスが一気に日常に普及する中
で、新たな時代の学修システムに求められる要件を探っていった結果、Cloud	Campus

（第一世代）の開発計画が始まった。
　

3.3.1．Cloud Campus（第一世代）
　本稿において、Cloud	Campus（第一世代）と呼ぶ e ラーニングシステムとは、学生の
学習活動と教員の教育活動の双方に関わる機能をすべて実装した LMS が主体であり、基
本的には LMS 単体で Cloud	Campus という名称を付けた。学内の教職員からいくつかの
名称の候補が提案され、最終投票の結果、クラウド上で提供するプラットフォームとして
の学修環境を形成するという構想の理念がその名に反映された。本名称については、2012
年 3 月のリリース時に商標登録（登録 5521653）も行っている。学生がモバイル端末で移
動中にも自由に学習することできる iPhone および iPad 用のアプリは、Cloud	Campus の
受講機能をどこにでも持ち歩けるという意図で、CC	Handy と名付けた。もちろん、「CC」
は Cloud	Campus の略である。また、教員および学生がビデオコンテンツを制作するた
めのツールは、文字どおり CC	Producer と決定した。それぞれが別々に開発されたシス
テムではあるが、旧来のシステムで対応できていなかった様々な課題を解消し、相互連携
を可能とした統合型システムとして、「Cloud	Campus シリーズ」と総称している。
　根幹を成す LMS 機能の Cloud	Campus の開発では、導入までの期間とコストを最大限
に抑えるために、2010 年末頃に、大学向けに世界的に利用されていたオープンソースの
LMS である Sakai と Moodle の二つの候補が選定されたが、試行利用と機能比較を行う
とともに、専門家からの助言を踏まえて後者の Moodle を採用した7）。そこに本学の運用
に合わせた独自のカスタマイズを実施して、別途 2011 年に独自開発した大学運営システ
ム（入学手続管理、料金収納管理、開講科目管理、履修登録管理、学籍管理、本人確認管
理などを搭載した学務管理システム）と連携を行った。対応 OS は、Windows に Mac が
加わり、ブラウザも Internet	Explorer だけでなく、Google	Chrome、Safari、Firefox に
利用が広がった。Moodle 内の活動モジュールとして標準搭載されていたリソース（本学
では授業コンテンツまたは学習資料）、フォーラム（本学ではディベート）、課題（本学で
はレポート）、小テストのほか、評価やカレンダー、メッセージ機能など、開学時の LMS
に備わっていなかった基本機能が網羅されており、教員からの要望を踏まえつつ各機能を
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精選しながら、利用の有無を柔軟に設定レベルでカスタマイズした。それでも 2012 年 4
月からのリリース直前まで開発は続けられており、学内では経過措置として既存システム
との並行運用を求める意見もあったが、結果的には計画どおりに 2012 年度春学期から完
全リプレースを実現した。システム切替に伴う各種の実証実験から、教育の実施方法に関
して新たな着想を得られたことも多く、後々の Cloud	Campus（第二世代）の開発に活か
されている。
　実を言うと、Cloud	Campus よりも先行してリリースされたのは、iPhone および iPad
専用アプリの CC	Handy の方である。もともとは正規授業とは別の特別講座として、社
会人向けのエクステンション事業の展開を画策しており、スマートフォンが普及する以前
の 2007 年 11 月末の段階において、PC と携帯電話（フィーチャーフォン）の双方でシー
ムレスに学習できる環境の実証実験を開始したという先進的な取組み「ケータイキャンパ
ス構想8）」が最初にあった。そして、その後の iPhone	3G の登場と社会普及を受け、2010
年末から極めて短い期間での開発の末、2011 年 3 月より、中国語や IT とビジネスの基礎
知識などを学ぶコンテンツを搭載して正式に CC	Handy アプリ（iPhone 版）をリリース
した。現学長（川原	洋 IT 総合学部長：当時）の指揮による開発で、わずか数週間で試作
品ができあがり、授業コンテンツの視聴（再生、一時停止、停止箇所からの再生、速度調
整、数秒戻し機能を含む）、ビデオとスライドの切替表示（画面を上にスワイプして切替）、
ネット接続時に事前ダウンロードしたコンテンツを非接続時に視聴し、再接続後に受講履
歴を同期するなど、フレキシブルに学修可能な環境を提供するための基本機能が高い完成
度で最初から誕生したのは本当に革命的であったと言える。
　CC	Handy は、最初のリリースと時同じく販売開始された iPad	2 でフロントカメラが
初めて実装されたことに伴い、更なる進化を遂げた。バックカメラだけでは実現が困難で
あったテスト実施時の顔認証が iPad	2 から対応可能になった。iPhone よりもディスプレ
イのサイズが大きいため、ビデオとスライドの同時表示に加えて、受講中に活用可能なメ
モの記入欄を追加した。授業内容の理解が難しい箇所やもう一度見直したい箇所にブック
マークを追加する機能も加え、メモの内容と合わせて、自身のソーシャルメディア

（Twitter（当時）、Facebook など）への転送が行える。また、スライドごとのインデッ
クスを表示する欄では、表示の切替により、教員との Q&A もアイコンと吹き出しコメン
トでリアルタイムに閲覧できる形式にした。2011 年の秋に、正規授業への採用前に試験
運用を開始し、学生からアンケートを実施したところ、CC	Handy を導入することによ
り、隙間時間を有効活用することができ、学習時間が増加したという意見が大半であっ
た9）。
　2012 年度春学期からの Cloud	Campus（LMS 本体）の正規リリースと CC	Handy との
連携を実現したことで、OS やデバイスの種類に制限されず、オンライン教育の最大のメ
リットである「いつでも」「どこでも」という学修環境がまさに成立した。本学の授業コ
ンテンツは、もともと 15 分単位の細切れで学習しやすく設計しているが、自宅で PC を
用いて途中まで受講した後に、移動中に続きをモバイル端末で行い、帰宅後は再び PC で
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課題に取り組むといった、一連の学習活動の履歴が端末をまたがってシームレスに同期さ
れる利便性がある。とりわけ、当時は飛行機や新幹線などの長距離移動時に、長時間に
渡ってインターネット接続ができないことが普通であり、コンテンツダウンロード機能が
学生から非常に好評であった。こうした技術的革新と併せて、2012 年度春学期からは、
ソフトバンク株式会社の協力により、当時の最新機種である iPad	2 を入学者に無償貸与
し、通信費も負担すると決定したことも学生募集に寄与するところが大きかった。その
後、2015 年 2 月には CC	Handy	for	Android を追加リリースし、iOS 版とは別のインター
フェースのバージョンを内製し、シェアが拡大しつつあった Android	OS	のスマートフォ
ンやタブレットに対応した。iPad	2 の貸与に代わり、履修条件を満たした学生には、7 イ
ンチサイズの Android タブレットを無償配布する特典を提供した。
　コンテンツ制作ツールに関しては、開学以来利用してきたインストール型のソフトウェ
アの利用継続を断念し、国内他社の製品との入替に要するコストと、ゼロベースで独自開
発を行うことのメリットについて天秤に測った結果、後者の方が将来の可能性が大きいと
判断した。Cloud	Campus 本体と合わせた 2012 年度春学期の導入を一旦見送って、開発
期間を確保した上で、満を持して 2012 年度秋学期から CC	Producer をリリースしてい
る10）。ポイントになった点は、インストール不要で、インターネット接続された PC と
Web カメラさえあれば、教員も学生も誰もがマニュアルなしで容易に操作してビデオコ
ンテンツを作り、指定箇所にアップロードして配信ができるツールの実現である。実際の
ところ、CC	Producer の開発前は、システムサポートセンターにコンテンツ制作ソフト
のインストールや録画、アップロード方法に関する問合せが頻繁にあり、個々の学生の環
境次第で対応が異なるため、マニュアルでの案内も煩雑で難しい状況にあった。また、制
作担当側のソフトはプロ仕様で高機能な面もあり、Microsoft	PowerPoint のアニメーショ
ン機能との同期や板書挿入の機能なども付随されていたが、結局のところ、様々な機能を
使えば使うほど、制作時および改修時の負担が大きくなり、コンテンツの完成までに時間
を要してしまうことが課題であった。
　CC	Producer は、スライドファイルを取り込んで赤丸の録画ボタンを一度押すだけで、
後は画面を見ながらプレゼンテーションを行って、スライドをめくっていくと、自動的に
ビデオとスライド表示の切替が同期したコンテンツが生成される仕様であり、至ってシン
プルである。録画完了したコンテンツは、管理システムのサーバ上に保管され、教員また
は学生は、指定科目の対象チャプターをプルダウンメニューから選択してアップロードボ
タンを押せば LMS へのパブリッシュが待機される。同時に、管理者である担当教員と
TA、事務局に承認依頼のメールが転送されることになり、各担当者が事前確認をして承
認処理を行うことで他の学生にも配信される。一連の作業はすべてサーバ上で行われるた
め、録画したコンテンツを一旦自身の PC にダウンロードしてから、別のシステムにアッ
プロードして登録するというような作業が発生することはない。これにより、学生からの
問合せはほとんど無くなり、演習科目において毎週のように事務局側で管理をしていたコ
ンテンツアップロードの作業は、システム上で完全に自動化した。なお、2012 年度の
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LMS の切替時点から CC	Handy に対応した独自のコンテンツ形式に変更しており、旧来
の SCORM（Sharable	Content	Object	Reference	Model）と呼ばれる形式のコンテンツの
利用を停止した。当時 400 科目ほどの録画済みのビデオコンテンツが存在したが、新形式
に変換するための専用プログラムを開発し、わずか半年間のうちに全コンテンツの入替を
行った。
　Cloud	Campus の LMS と、CC	Handy アプリ、CC	Producer の三つを組み合わせたシ
リーズは、学内における利便性の向上に留まらず、2013 年度頃からは他大学または企業
からも利用を希望する声があがってくるようになった。2012 年度から法人事業本部内に
設置した法人営業部では、ソフトバンク株式会社内で教育事業を行う部門から事業譲渡を
受けて、ソフトバンクグループを始め、一般企業向けに e ラーニングシステムや語学研修
ソリューション、研修コンテンツの提供等を実施していた。大学向けに開発した Cloud	
Campus シリーズとコンテンツも学外販売の対象となり、他校からの要望を受けて FD 活
動の支援として、CC	Producer を活用した動画コンテンツの作成やタブレット端末での
受講方法について実演を行う機会が広がった。これが 2012 年度に策定した大学の中期目
標に掲げる「Cloud	Campus 構想」の始まりである。2014 年度には日本セキュリティ監
査協会の認定講座を実施する企業等からも要望を受け、Cloud	Campus シリーズの提供を
開始しており、導入企業が独自に作成したコンテンツを用いてオンライン研修を販売提供
するビジネスモデルの先例にもなった。同じく 2014 年には、歴史ある中央大学の通信教
育課程にも Cloud	Campus が導入され、今も継続して利用されている。また、通学制大
学との単位互換協定や、専門学校からも特別聴講学生を受入れて、Cloud	Campus でのオ
ンライン学修を可能とし、単位認定する制度も 2014 年度から始まった。今から 10 年ほど
前のことであるが、Cloud	Campus を人材育成のためのプラットフォームとして、複数の
企業や教育機関がオンライン上でつながる世界の実証実験が動き出した時代であったと言
える。
　

3.3.2．Cloud Campus（第二世代）
　Cloud	Campus（第二世代）は、学内では略して CC2.0 と呼ばれるが、2017 年 4 月より
ユーザ数無制限で企業や教育機関向けに提供を開始したサービスである。開発目的とし
て、第一世代で始まりつつあったオンライン教育の相互運用を更に促進するため、国内外
の教育機関や企業が協働で利用しやすい環境を構築することをコンセプトに、2015 年 12
月から要件定義を開始した。期初のコードネームは、CCGE（Cloud	Campus	Global	
Education）である。主たる構成要素は、① LMS 機能を主とする Learner’s	Portal、②コ
ンテンツ制作を行う Contents	Production	Service（CPS）、③コンテンツの登録・配信管
理を行う Contents	Management	System（CMS）、④モバイル向け学習アプリ（APPS）
の四つである。第一世代においては、オープンソースの LMS（Moodle）を利用したが、
本学におけるオンライン学習の運用実績を基に、本質的に必要な機能を厳選した上で、
LMS 機能と CC	Producer および CC	Handy アプリを一つのシステムに完全統合した教育
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プラットフォームをフルスクラッチで開発する方針を決定した。これには、本学が独自に
カスタマイズして付加してきた機能が、Moodle 自体のバージョンアップに対応できなく
なっていったことも背景にある。
　設計時に特に力を入れた点は、ポータル画面の表示と、スマートフォンで利用する際の
レスポンシブルなデザインである。学生が Cloud	Campus にログインをすると、ホーム
画面上部に受講期限が指定された授業や課題のチャプター数が、スケジュールとして表示
される。マイコースの一覧には、受講期限が近い科目を左から順番に（スマートフォンの
場合は上から順番に）表示し、それぞれの科目で受講が必要なコンテンツの残り期間や進
捗、総得点の状況を確認できる。学生は、残り期間がマイナスにならないうちに、各科目
の「次のチャプター」を順番に受けていくことで、優先すべき科目から漏れなく受講可能
になっている。受講を開始したいコースをクリックすると、科目内のレッスン（回）と
チャプター（章）の構成が表示され（スマートフォンの場合は、アコーディオン式でレッ
スンごとのチャプター構成を広げて表示）、最も受講期限が近い授業や課題のチャプター
が必ずトップに出てくる。このコース詳細の画面でも、進捗や総得点を確認でき、新規の
お知らせや Q&A への投稿についてはメール通知の設定も可能である。
　こうした基本機能の開発は、2016 年度に進められたが、法人営業部が別途販売してい
た LMS や教育研修コンテンツを Cloud	Campus に統合吸収する方針が急遽決まり、大学
向けの詳細機能開発を一旦先送りして、2017 年 4 月から法人向けに先行リリースを行う
ことになった。なお、CC	Handy アプリは、iOS と Android	OS 版で別々に開発と保守が
行われてきたが、アップデートの効率性を重視するために、第二世代のリリースと併せて
OS 共通版のアプリに改修し、ダウンロードコンテンツの視聴のみに特化したシンプルな
構造に置き換えた。この際に、CC	Handy という名称は使用を停止し、Cloud	Campus の
アプリ版として再リリースしている。
　法人向けにリリースした後も、大学向けの開発を継続し、機能の充実強化を図っていっ
た。とりわけ重要な取組みは、2016 年 5 月から 2018 年の夏まで、およそ 2 年間に渡って
実施した東京大学大学総合教育研究センターとの共同研究契約の締結に基づく実証実験で
ある。特に評価された機能は、CC	Producer を継承した Cloud	Campus 内のコンテンツ
制作ツールであり、この実証実験を通じて、東京大学教養学部のアクティブ・ラーニング
授業や工学部の授業等でも活用された。また、2017 年には、東京大学、北海道大学、大
阪大学、九州大学などが、それぞれで運用する複数種類の LMS（Canvas、Moodle、
Sakai、Blackboard など）と、Cloud	Campus で作成したコンテンツを流通させる実験も
行い、技術的な有用性を検証しており、ここで初めて、学習ツール相互運用の国際技術標
準である Learning	Tool	 Interoperability®（LTI）のツールプロバイダーとして認証を取
得し、教育コンテンツの共有を可能とするプラットフォームを実現することになった。そ
して、2017 年 11 月に、一般社団法人日本 IMS 協会（現在は、日本 1EdTech 協会に名称
変更）が主催する「第 2 回	IMS	Japan 賞」において、「Cloud	Campus：教育コンテンツ
作成と相互共有を促進する統合型オンライン教育プラットフォーム」が最優秀賞を受賞し
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ている11）。
　同時期に、国際基督教大学や成蹊大学などでは、Cloud	Campus で作成したビデオ講義
を反転授業として活用する取組みも行われた。これらの一連の共同研究による成果発表の
集大成として、2018 年 7 月に、東京大学大学総合教育研究センターと本学との共催で、

「Cloud	Campus 教育研究ネットワーク・シンポジウム」（於：東京大学ダイワユビキタス
学術研究館 3 階ホール）を開催し、オンライン教育を実践する大学の教員および研究者と
討論を行っている。2017 年 4 月からリリースした Cloud	Campus は、2019 年 5 月時点で
約 80 件（うち約 10 件が教育機関での利用）の導入があり、学外での利用や実証実験を通
じて、オンライン教育のための環境を社会に広げることに大きく貢献した。
　開発着手から実に 3 年を経て、2019 年 4 月から本学の学生向けに Cloud	Campus（第
二世代）を正規リリースすることになった。企業向けには想定していなかったものである
が、大学のオンライン教育においては必須の要件であり、特に重要な機能として開発し直
したものが、本人確認のシステムである。並行運用していた第一世代の Cloud	Campus
において、すでに顔認証と試験中の顔監視との連携は実現済みであった12）。しかし、認証
精度に課題があり、しばしば学生から認証が通りにくいという意見もあった。第二世代で
は、顔認証エンジンをより精度の高い仕様に切り替えて、従来よりも効率的且つ効果的な
本人確認が実施されるように改善した。顔認証を経て試験が開始されると、一定時間ごと
にスナップショット画像を取得するが、その際に本人以外の人物が検出された場合や、本
人の顔画像が検出されない場合には自動的に警告が表示される。そして、本人の顔画像と
の認証ができないことが一定時間繰り返された場合には試験が自動で中断される仕様であ
る。当然これには、AI による画像認識の技術が応用されている。また、Cloud	Campus
では、管理者側のアカウントで、認証が通らなかった画像を一括抽出して確認が可能であ
り、最後は人の目で不正が行われていないかどうかを点検する。疑わしい画像が見つかっ
た場合には、学生自身にヒアリング調査を行った上で、最終的に教授会で意見を聴いて単
位認定の可否を決定している。
　なお、本学が設置認可を受けた際は、学生証に IC チップを入れて本人確認を行うとし
ていたが、これは実装しなかった。その理由は学生証を容易に他人に手渡すことが可能で
あるからである。ID およびパスワード、Q&A 認証も同様に、それだけでは試験中に本人
が確実に受験していることを保証できない。昨今では、コロナ禍で通学ができなくなった
教育機関が、一斉に授業や試験を在宅中にオンラインで行うようになったが、単位認定に
関わる重要な試験における本人確認の実施方法については、特に厳格性が保たれなければ
ならない。本学では、更に試験中の音声取得機能も追加実装し、オンライン試験における
成り代わりや成りすましを徹底的に防止できるように強化している。
　以上で述べてきたように、テクノロジーの発展と伴走しつつ、学内だけでなく、学外も
含めた教育のエコシステムを形成し、利用者からの様々なフィードバックを受けること
で、より誰もが使いやすい学修環境の構築を推進してきた。Cloud	Campus の独自開発以
外にも、プログラミング系科目におけるオンライン実習環境の整備（2017 年度より外部
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システムを導入）など、すべてを本稿で網羅して説明できないが、アウトソースも活用し
て最新技術を吸収しながら、オンライン教育の質的向上を目指している。大学教育の根幹
として、厳格で信頼性の高い e ラーニングシステムを開発し続けることが、本学の重要な
使命として脈々と受け継がれてきたと言えよう。

3.4．③学修に関わる制度設計の改革

　大学の運営とは、基本的には規則や制度に基づくものであり、その代表が学則や履修規
程に関わる事項である。開学から 4 年を経過した完成年度以降（2011 年度以降）は、学
生にとって不利益な変更が発生しないように最大限の留意をしながら、各種の規程で定め
た事項を随時見直してきた。以下では、各段階において必要な制度改革を行ってきた主た
る例を取り上げつつ、テーマごとに解説を行いたい。
　

3.4.1．履修単位数に関わるルールの策定と未履修者への対応
　2011 年度からのコース・プログラム制のカリキュラム開始と対応して最初に行った履
修規程の改定は、学期ごとの最低履修単位数の設定と不合格科目における再履修時の授業
料免除の撤廃である。開学当初、1 学期当たりの履修単位数の下限は 15 単位と規定され
たが、社会人学生が多いという特性を踏まえ、「学生本人が学修に支障をきたすと判断し
た場合は、この限りではない。」という例外規定が設けられていた。この結果、事実上特
段の制限がない状態が既成事実化されたため、2010 年度秋学期より下限が 1 単位へと改
定された。しかしながら、在学年限を最長 12 年（休学期間除く）とする当時の学則にお
いて、卒業に向けて計画的に履修を進めてもらうことを考慮し、2011 年度からの入学者
に対しては、1 学期当たり最低 6 単位とすることに改め直した。
　加えて、不合格となった科目について一度に限り、授業料無料で再履修できる制度も
2010 年度以前の入学者のみに暫定的に残した上で廃止した。当時の受講データを調査し
た結果、再履修で合格する割合は極めて低く、特に学期の期間をあけて再履修をする学生
はごくわずかであった。実態を踏まえ、同制度は 2012 年度より適用期限を成績確定後 4
学期以内に制限し、2015 年度末をもって完全撤廃をしている。学期を超えて再履修を促
すよりも、むしろ学期中に着実に単位修得に結び付けてもらうよう指導することが重要で
あると考え、2012 年度秋学期からは、学期中の救済策として「追試験（期末試験の受験
期間延長：運用上は教員判断で 2008 年度春学期から一部実施）」と「再試験（不合格者に
よる期末試験の再受験：合格時の成績評価は D）」という制度を規則で明確に整備した。
　通信制大学によっては、正科生であっても科目等履修生のように、卒業を目指さずに資
格取得等に関わる科目だけを履修する例がある。尚且つ、在学年限を超過した場合に、再
入学により履修可能な期間を延長することを認める通信制大学さえも存在する。しかしな
がら、これでは制度上、正科生と科目等履修生に差異がなく、無期限での長期の履修を許
容するものとなってしまい、大学設置基準第 30 条の 2 の「長期にわたる教育課程の履修」
に規定された「計画的に教育課程を履修し卒業する」という趣旨に反することになる13）。
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職業を有している等の事情を考慮して修業年限を超えた在籍を認める長期履修学生の考え
方は、正科生として学位を取得することが大前提にあることを忘れてはならない。本学は
法の趣旨に則って制度改定を行い、2012 年度秋学期より、1 学期当たり最低 6 単位を履修
することを踏まえた「在学期間に応じた修得単位数の基準」を定めるとともに、基準に満
たない者や 2 学期連続での GPA が 1.5 に達しない者に対し、適切な履修指導を行うこと
を制度化した。これは卒業生の実績に基づく最低限の基準であり、計画的な履修継続を支
援することが目的であった。一方で、履修指導を行った後も改善が認められない場合に退
学勧告（科目等履修生への転籍指導を含む）を行う厳格なルールとしている。同時に、

「再入学に関する規程」を制定し、不本意にも一旦学籍を失った学生のための救済手続き
を規則に基づいて明確化した。履修指導の実施と、退学の勧告、そして再入学の定めは、
相互に補完関係を持つ制度として整備したものである。
　なお、2015 年度秋学期以降の入学者からは、在学年限を最長 8 年（休学期間含む）に
短縮したことに伴い、1 学期当たり最低 8 単位の履修に改定した。毎学期 8 単位ずつ履修
を継続的に進めれば、在学年限の 8 年間で卒業できる計算となるため、合理的な基準であ
る。例外的に、特別な理由がある場合に限り、下限より低い単位数での履修を学長が認め
られる手続きを定め、運用できる余地を残したが、計画的に単位修得が進められない場合
は上記の履修指導の対象になる。これらの規定は、現在の履修規程に受け継がれ、ルール
に基づいた履修の促進に活かされている。
　その他、履修単位数に関わるルールの策定時に顕在化した課題は、各学期に 1 科目も登
録を行わないままで在籍を継続する未履修者の存在である。除籍に関しては、開学時より
学則において、「授業料の納付を怠り、督促をしてもなお納付しない者」および「履修登
録を怠り、督促してもなお行わない者」を定めていたが、明確な運用基準が整備されてい
なかった。これに対し、2009 年度秋学期より除籍に関する細則を策定し、更にそれを実
質的に適用するために、2011 年度より「授業料の支払期日から 1 年経過しても完納して
いないこと」および「休学の許可を受けずに 3 学期連続して履修登録をしないこと」とい
う条件を定めた。
　本学以外の通信制大学の退学状況を調査してみると、年間の退学者数（除籍を含む）が
少なく見える大学も散見するが、必ずしも卒業率が高いというわけではないことに留意し
てほしい。規則を定めていない大学では、音信不通によって未履修化した学生が放置され
ていることもあり、あたかも履修継続率が高いように数値上では見えてしまう。本学とし
ては、特別な理由がないにもかかわらず、学生の身分を維持し続けることは、大学が行う
べき履修指導の責任を放棄していると考えた。履修を行わない学生に対しては、メールお
よび電話、書留郵便などで、大学から連絡し続けることを徹底し、それでもやむを得ない
場合に除籍を適用している。残念ながら、入学初学期に一定数の科目を履修して不合格に
なる科目が多い場合、2 学期目以降に未履修になって除籍に至る傾向が分析されたため、
初学期に学習習慣を定着させることの重要性を踏まえて、2012 年度秋学期より初年次必
修科目「スタディスキル入門」を開講し、教員・TA および LA（2011 年度より新たに制
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度化）による新入生支援に一層注力することにした。入学時における基礎力診断テストの
実施やリメディアル教材の提供は 2011 年度から開始しており、基礎学力が不足する学生
が確実に高校までの学習を振り返るように、上記の必修科目との連携も強化した。以上の
ような規程改定の変遷を経て、本学では卒業に向けて計画的に履修する学生のみを正科生
として適切に取り扱っているが、長年に渡る学修支援のノウハウを活かした取組成果とし
て、近年は実質的に学び続ける学生の履修継続率が 90％を超える数値に達している。
　

3.4.2．授業開講スケジュールの改定と科目レベルの平準化
　本学では、春学期と秋学期のセメスター制を採用しており、4 月入学と 10 月入学の両
方がいることから、入学時期によって学生の不利益が発生することのないように、基本的
には同一内容の授業科目を両学期に開講している。原則として、専門科目および外国語科
目は 15 回授業で 2 単位、教養科目は 8 回授業で 1 単位としており、前者は 4～8 月または
10～翌年 2 月までの開講、後者は 1 学期間を前期（4～6 月または 10～12 月）と後期（6
～8 月または 12～翌年 2 月）の二つの日程に分けて開講する。教養科目は言わばクォー
ター制であり、開学初年度のみは、前期と後期にそれぞれ同一授業を 2 回開講し、年間で
計 4 回を行うものであった。ただし、履修登録期間は学期につき一度（3 月または 9 月）
のみのため、1 学期中の前期・後期 2 回開講は効果的ではないと判断して、2008 年度から
すぐさま廃止した。
　各回授業の開講は、開学時からの基本的パターンとして、1 週間につき 1 回ずつを順次
開講（2007 年度春学期は毎週月曜深夜 0 時開講、2007 年度秋学期からは毎週水曜深夜 0
時開講に変更、学期によって第 1 回のみ変則で金曜深夜 0 時開講あり）し、出席認定期間
を原則 2 週間（長期休業期間中は延長あり）、最終の期末試験のみは、社会人学生が試験
期間を確保できるように配慮し、3 週間の期限とした。出席認定期間を超過した場合でも、
最終授業回の締切までは遅刻で小テスト・レポート課題を実施可能（当初ディベート課題
は遅刻投稿不可）である。遅刻での課題実施の場合は、減点のペナルティを課し、小テス
トは初期値の得点上限を 70％まで（教員判断で 0～100％まで変更可）、レポートは 50％
まで（変更不可）という厳しい制限であった。また、期末試験終了後も学期末までは復習
のため授業視聴を可能とする運用としており、これらの基本スケジュールは今現在も本学
の学事運営で踏襲されている。
　2012 年度からの Cloud	Campus 導入に伴い、各種設定を柔軟に改定できるようになっ
てから見直しを進められたことも大きい。まず、2012 年度春学期には、各授業の遅刻受
験可能な期間を期末試験の期限と統一して、小テスト、レポートだけでなく、ディベート
も遅刻投稿を可能とし、遅刻減点での初期値は 70％までに統一しつつ、60～90％の範囲
で担当教員が調整可能とした。遅刻減点の仕組みは、学生の履修ペースを保つ上で一定の
効果があることを確認していたが、減点割合が高い科目では仮に遅刻で高得点を取得でき
ても合格に至らない例が多々あることが学生の履修実績の分析から判明した。スケジュー
ルどおりに課題を行ったということへの評価ではなく、むしろ修得主義で学生が実際にで
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きるようになったことを評価する方が望ましいという考えの下、2013 年度秋学期からは
全科目の全課題で固定して遅刻は 90％（減点率 10％）の得点上限とすることを決定した。
減点率を緩和したことによる学生の履修ペースの悪化は認められなかったため、これが本
学における標準仕様として固まった。
　更に抜本的な改定を行ったのは、2012 年度秋学期からの開講日と開講方法の見直しで
ある。開学時から蓄積してきた学生の受講データを分析した結果、期末試験または期末レ
ポートのみを未実施で不合格になってしまう学生が一定数存在した。受講ログを確認した
ところ、期末試験終了日の深夜 0 時前の駆け込みが集中しており、学生から意見聴取も
行ったところ、期末試験期間が最大 3 週間確保されているとはいえ、実質は最終授業回の
締切からわずか 1 週間の日程しかなく、複数科目を受講しているため時間的に諦めざるを
得なかったということであった。担当教員から見れば、科目単体で学生を評価することに
なるが、学生にとっては複数科目での締切の集中は不都合である。毎回の受講と課題の実
施を必須で管理するオンライン大学であるにもかかわらず、単位修得の考え方が、通学制
における期末試験での一発勝負という従来の既成概念に縛られていた。そこで、学生の受
講ペースの分散を図るため、2012 年度秋学期からは外国語と教養科目は火曜正午に開講、
専門科目は木曜正午に開講するように改定を行った。また、教養前期科目の期末試験期間
と重複していた後期科目の第 1･2 回の締切を火曜正午から金曜正午に後ろ倒しした（これ
に先んじて 2011 年度より 2 日ずらして金曜 0 時終了に変更）。基準時間を深夜 0 時ではな
く正午に変更したことは、システムへのアクセスが集中する開講または終了直後に発生す
る問合せに迅速に対応できるようにすることも目的である。同時に、期末レポート偏重型
であった課題の在り方についても全面的に見直すことを決定し、必ずしも最終回ではな
く、途中回の授業でレポートを出題することで学習負荷が集中しないように調整を行っ
た。これに関し、2022 年 10 月からの大学設置基準改正により、単位の授与について「試
験の上単位を与えるものとする。」から「試験その他の大学が定める適切な方法により学
修の成果を評価して単位を与えるものとする。」とされている。本学は今でも最終の期末
試験を実施しているが、期末試験一発勝負という考えから早々に脱却して、各回で出題す
る課題の成果を評価に反映する仕組みを構築し、時代を先取りした改革を進めていたと言
える。
　上記の検討経緯によって実現を可能とした制度が、講義科目における授業の一斉開講で
ある。当時 2012 年 8 月の中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育の質的
転換に向けて」での検討により、「学生の主体的な学びを促進するため、各大学及び短期
大学における創意工夫により、より多様な授業期間の設定を可能にする。」という大学設
置基準の改正が議論され、2013 年 4 月から施行された14）。これを踏まえ、2013 年度春学
期からは教養分野の講義科目と一部の演習科目（必修「スタディスキル入門」を含む）
で、次いで同年度秋学期より、専門分野で IT およびビジネスの学びの興味を広げるため
の全学必修講義科目「IT のための基礎知識」で一斉開講の採用を開始した。一斉開講と
は、1 週間につき 1 回ずつの授業を順次開講する従来の形式とは異なり、開講初日に第 1
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回から最終回および期末試験までの受講・受験を可能とする制度である。社会人学生の場
合、出張等の発生や短期集中プロジェクトへの参加により、1 学期間の中でもやむを得ず
受講が停滞することもあるが、一斉開講の採用により、時間に余裕があるときには前倒し
で集中受講を進めることも可能になった。通学制の大学で一つの授業を週に 1 回しか受講
できないという学習方法は効率性を欠いているが、オンライン大学だからこそ可能な方法
で柔軟な学習を実現した。その後、専門学校との併修生の受入れ開始を考慮し、2014 年
度春学期からは学期初月に締切のある授業回の遅刻減点免除を導入し、更なる柔軟性を
図っている（2019 年度からは第 1･2 回を対象に設定）。導入当初、一斉開講にすると指導
を行う教員側では、進捗の異なる学生への対応が難しくなるという意見もあったが、学生
からの反応は非常に良好であり、在学年限を最長 8 年に短縮した学則改定と時期を合わせ
て、2015 年度秋学期からは 1･2 年次配当の専門基礎講義に原則として全面導入すること
を決定した。
　開講スケジュールの柔軟な改定は、履修登録期間の変更にもつながっている。2015 年
度秋学期からの学生募集より、段階的に出願締切を設けて、早期に合格発表をした人が、
いち早く履修登録を進めて受講開始の準備をできるように、新入生の早期履修登録制度を
始めている。従来の学生募集では期間ごとの締切間際に出願が集中することがわかってい
たが、一次募集期間が長過ぎて履修登録までに離脱してしまうという課題があった。学生
募集から履修登録、授業の開始から成績発表までの学事スケジュールを全体的に考慮する
ように改革したこともまた副次的な効果を生んでいる。
　順次開講と一斉開講という授業の実施方法に関わる変革は、当然ながら科目の区分ごと
に設定される成績評価の水準の見直しにも関係する。本学の授業における成績評価は、

「小テスト」「ディベート」「レポート」「期末試験」「その他」の 5 項目を 5％単位で割り
振って作成した評価配分を基に、それぞれの課題で取得した点数を 100 点満点に換算して
60 点以上であれば合格とする。「その他」という評価項目は、英語科目における外部教材
でのアクティビティを実施した場合に活用する。なお、開学当初は、これら 5 項目以外に
も「視聴」という評価項目があったが、視聴した履歴の確認のみをもって評価に加えるこ
とは適切ではないと判断し、2012 年度からは完全に廃止している。各種課題の評価配分
に関しては、従来まで配当年次や講義または演習などの実施方式によって、大まかな目安
を設定するに留めていたが、2013 年度から一斉開講を開始した後に、科目レベルを 1～4
の四段階に区分し、その区分ごとに、より厳格に評価配分のルールを設定し直した。更に
具体的には、科目レベルごとに、ディベートやレポートの出題回数、レポートを実施する
際の文字数も目安を作成し、「シラバス作成ガイドライン」として全教員に配布している。
科目レベルは、難易度や学習の負荷を考慮して設定したものであり、毎学期のシラバス作
成時には、教務担当者が全科目を点検した後、ガイドラインに外れる科目があれば教務主
任がその理由を確認した上で、状況に応じて承認を行うか訂正を求め、大学全体の科目レ
ベルの平準化を実現した。学生にとっては、科目履修体系図と連動して科目レベルを見る
ことが、履修選択を行う際に有益になり、郵送資料で案内する科目一覧や履修登録画面上
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でも表示して活用している。
　通常の大学であると、教室内で行われる授業の実施や評価方法はある意味で「聖域」で
あり、組織的な介在は困難であるが、本学の場合は新規授業コンテンツの設計・開発時
に、必ず専門のインストラクショナル・デザイナーによって授業設計書のレビューが行わ
れる15）。学部長および教務主任、関連分野の科目を担当する教員からも意見を受けながら
設計を進めるため、科目レベルの設定が明確化されたことにより、必然的にガイドライン
に準拠した授業の開発が行われるようになった。同時に、2014 年度からは科目の新規開
講に関して、教授会で審議することを義務付け、科目名、科目概要、履修前提科目、修得
可能な知識やスキル（スキルセット）、授業の回構成に関して構成員の意見を聴いた上で
学長が決定することにしている。すべての科目で定めるスキルセットでは、「・・・でき
る」という表現で、科目を受講した学生が身に付けられる知識やスキルを簡潔に文章化す
る。教員が何を教えるかではなく、学生が何をできるようになるのかを重視しており、最
近になって頻繁に言われる「学修者本位の教育」を、以前から当たり前のように本学では
実践してきたと言える。こうした基盤的な思想と体制が組織的に整備されていたからこ
そ、2024 年度より、知識やスキルの証明として活用可能なマイクロクレデンシャルを学
位プログラム全体で本格的に導入することができたと考えられる。
　

3.4.3．包括単位認定制度の導入による編入学者の獲得強化
　様々な制度設計の変革について、紙幅の都合により、すべてを説明しきれないが、もう
1 点のみ重要な改革として、包括単位認定制度の導入について触れておきたい。包括単位
認定とは、他の大学等における学修の成果が教育上有益と認められ、自大学で同等な科目
群を履修したと見なすことができる場合に、包括的に単位認定を行う制度のことである。
ただし、法律的に明確な定義がなされているものではなく、社会人編入が多い通信制大学
を中心に、慣例的に採用されている。自大学で開講する授業科目ごとに個別に単位認定を
しないため、一般的には入学前に単位を修得した大学等の成績証明書を確認して、機械的
に単位認定の審査が行われる。本学では、開学して 3 年目の 2009 年度から編入学を募集
開始したが、出願時の単位認定審査では、すべての科目において、内容・水準等が 1 対 1
で合致するか否かを他大学等のシラバスや公的な書類を確認して、極めて厳格に認定の可
否を判定していた。その結果、シラバスの提出を受けても、認定可能な単位数が不足する
人が多く、3 年次編入を認めることが難しい状況にあり、編入学定員 50 人であったとこ
ろ、2012 年度までは毎年 20 人以下という実績であった。
　この状況に対し、他の通信制大学で行われる包括単位認定の実施方法や認定可能な単位
数、卒業要件単位の内訳構成など、重点的に比較調査を行ったのが 2012 年度末のことで
ある。調査結果を踏まえて行った大きな改革として、卒業要件単位数の内訳のうち、ディ
プロマ・ポリシーに関わる必修科目は変更を一切行わず、残りの選択科目は 26 単位分を
専門・教養・外国語科目のいずれかから学生の希望で自由に履修できる共通区分を設け、
そこに各科目区分で指定する要件単位を超過した場合に振替を行う制度を策定し、2013
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年度秋学期から適用した。これにより、卒業要件単位として、専門科目は最小 62 単位か
ら最大 88 単位まで、教養科目は最小 24 単位から最大 50 単位（外国語選択の振替を活用
する場合は、最大 54 単位）まで、外国語科目は最小 8 単位から最大 20 単位までを修得す
れば卒業可能という柔軟性を確保したカリキュラムに改編したことになる。
　この振替制度の活用により、他大学等の単位認定を行える領域を拡張することができ、
特定の科目群の範囲内と見なせる程度の同等性がある場合は、本学でも包括的に単位認定
を行えるように制度変更をした。実運用において単位認定が可能な領域は、自然科学・社
会科学・人間科学分野の教養選択科目が中心であり、他大学等の出身者で英語科目の必要
単位数分を学んできた者であれば、教養と共通区分を合わせて、最大 62 単位（当時）の
認定が可能である。加えて、民間の資格検定による認定基準も別途設けるとともに、専門
科目については、必ずシラバスによる 1 対 1 の対応関係をもって内容・水準等について確
認を行う。この考え方は、図らずも後の文部科学省による 2019 年 8 月通知における「単
位互換制度の運用に係る基本的な考え方について」で示された単位認定の基準と方法に準
じている16）。本学の場合、1 単位当たり 21,000 円（現在は 22,000 円）という授業料設定を
しているが、2013 年度秋学期からの包括単位認定制度の導入により、124 単位のうち約半
分（約 130 万）が減額されるため、3 年次編入を行うことがメリットになる。こうした制
度設計の見直しと並行して、2012 年と 2014 年に行った学則変更の届出で、2･3 年次の編
入学定員を段階的に拡大した結果、2014 年度以降は毎年 200 人前後（制度改正前までの
10 倍増）の編入学生を安定的に確保できるようになった。更に、2018 年度以降は、AI テ
クノロジープログラムの開講に伴い、1 年次入学定員（当時 425 人）を超過するようにな
るとともに、3 年次編入学も増加傾向にあったため、2018 年 9 月に 3 度目の編入定員変更
を届出している。2019 年度以降の編入学者数は年間で 400 人を超え、制度改正前と比較
して 20 倍以上の増加を達成するに至った。
　その他の入学者獲得強化のための制度設計としては、2013 年度秋学期より規定化した

「特修生を経た正科生入学」があり、また、本学と協定を締結した専門学校からの併修生
を受入れる制度を 2014 年度から開始したが、これらについて詳細を説明することは省略
する。以上で述べてきたように、カリキュラムを構成する教育内容だけでなく、様々な制
度の新設や改革が本学の発展の後ろ支えとなっているという点は重要である。大学である
以上、改革を推進する際に、必ず学校教育関連の法規との対応に留意が必要であり、何で
も自由に行えるわけではない。根拠となる大学設置基準さえも時代に即して変容していく
ことを踏まえ、情報を随時アップデートしていきながら、自大学に適した対策を講じるこ
とが求められる。

3.5．④内部質保証体制の確立

　最後に、これまで解説してきた一連の改善活動に関わる内部質保証の取組みを紹介して
本稿を締めたい。大学は設置時の事前チェックとして文部科学省の大学設置・学校法人審
議会で審議が行われ、認可を受けた後は、設置計画履行状況等調査（通称：アフターケア
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（AC）調査）が毎年実施される。文部科学省は、認可時における留意事項、授業科目の開
設状況、教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について、各大学から書面での
報告を求め、状況に応じて実地調査を行うことで教育水準の維持・向上を促す役割であ
る。設置計画は社会に対する約束であり、調査結果で確認された指摘事項は毎年度末に公
表されるため、大学はそれを真摯に受け止めて改善の努力を行わなければならない。指摘
事項が特になければ、AC 調査は完成年度（原則 4 年間）で終了するのが基本である。そ
して、2004 年の学校教育法の改正により開始された認証評価の制度により、事後チェッ
クの仕組みとして、大学は文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価を 7 年以
内に一度、受審する義務がある。
　「教学マネジメント指針」用語解説では、「内部質保証とは、大学等が、自らの責任で自
学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努め、それによっ
てその質を自ら保証すること」と定義されている17）。すなわち、自己点検・評価を行って
終わりではなく、見つかった課題に対して改善の PDCA サイクルを継続的に回すことが
重要であり、2018 年度以降は細目省令（学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適
用するに際して必要な細目を定める省令）の改正に基づき、内部質保証に重点を置いた認
証評価が行われるようになった。以下では、本学における内部質保証の体制整備の過程
と、全学的な質保証のための PDCA サイクルを稼働する仕組みについて解説する。
　

3.5.1．自己点検・評価から内部質保証への転換
　本学の組織的な変革が大きく始まる 2010 年以前の教育質保証を推進する最初の体制と
しては、コンテンツ制作センター（当時）の教職員による「e ラーニング戦略会議」が存
在した。本会議は、教育工学の分野で有数の専門家を顧問として本学に招聘し、月に一
度、現場の課題に対する改善策を学内で検討した結果を教職員が発表し、指南を受ける実
践形式の演習であった18）。開学直後の 2009 年～2012 年までに渡って続いた会議であるが、
本学の歴史上、学外の教授からこれほどまで真剣にオンライン教育に関する意見をいただ
いたことはない。授業設計書の入力フォームの作成（当時は Excel ファイルで、後に
Google スプレッドシートへ移行）や、インストラクショナル・デザイナー（IDer）とア
シスタント・インストラクショナル・デザイナー（AIDer）の定義と業務ガイドラインの
制定、ADDIE モデルの構築、コンテンツ制作ガイダンスの作成など、今なお受け継がれ
る授業設計と開発のための基本原理が創出された。文部科学省による AC 調査の指摘事項
への各種対応も、本会議での検討事項を踏まえて改善を進めてきたものが多い。こうした
組織的な改善の取組みが礎となり、2012 年度に初めて認証評価を受審する際に設置して
いた自己点検・評価室の活動に通じている。
　大学運営における重要な意思決定のプロセスと会議体の構成を大きく見直したのは、認
証評価受審後の 2013 年 2 月のことである。「①教員組織と事務組織とが一体となった意思
決定」、「②教授会決議前の協議検討の実質化」、「③教学意思決定プロセスのスリム化」の
3 点を目的に、責任の所在が不明確なままに分散して協議されていた八つの会議体を一つ
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に統合した「全学運営委員会」を、2013 年度からは毎週開催することに改定した。これ
は、学長のリーダーシップの下、教職混成で主たる部署長を構成員として集結させること
で、密度の濃い集中的な議論を行い、即座に改善活動を推進するための体制整備の一環で
ある。オンライン大学を運営する本学にとっては、教員だけで組織が動くことはなく、事
務職員にも高度な専門性が求められる。それでも開学当初は、一般の大学のように教職が
分離された状態にあったが、2013 年度からの全学運営委員会および教授会構成員の見直
しによって、本学では教職協働が当たり前のことになった。検討すべき事項に応じて、機
動的に傘下の専門部会を発足することを可能とし、その審議結果を全学運営委員会に必ず
上程するプロセスもこの時点から構築された。
　次いで、2013 年 6 月より学長の直轄組織として「事業統制企画室」を発足し、大学事
業全体の統制を図るとともに、自己点検・評価室の役割を吸収した。事業統制企画室は、
自己点検・評価の結果から明らかになった課題を解決するために、学長の意向を踏まえた
大学の中期事業計画を作成し、各種の KPI（重要業績評価指標）に基づいて PDCA を稼
働する役割を担う。数値化できる達成指標は大学教育の中にも取り込み、全学生の毎週の
受講状況を全学運営委員会で確認し、組織全体で数値を意識して学生のドロップアウト対
策を講じる基盤を形成した。2014 年 8 月に、文部科学省から学長の権限を明確化するた
めの「内部規則の総点検・見直しの実施」について、全国の大学に通知される以前から、
本学では学長の指揮命令に沿った内部質保証の体制が自ずと築かれていたと言える。
　また、2013 年から始めたこととして、株式会社立ならではの本学の特色として、半年
に一度、大学が掲げる「使命・目的および教育目的を反映した中期計画」の進捗状況を教
職員全体で確認し、学内のすべての部署長から「将来展望」を発表することを目的にした

「キックオフミーティング」を欠かさずに開催している。オンライン大学であるが、当日
は福岡校舎と東京オフィス近郊の貸会議室に原則全員が集合し、教職の各部署代表者か
ら、半期前の目標数値の振り返りと併せて当期に達成を目指す指標を発表し、全教職員の
前でコミットメントする。挑戦的な目標を適度な緊張感を持ってポジティブに捉えること
により、本学が推進するビジョンとミッションを相互に理解し、改革を推進する組織文化
が醸成されている。
　そして、更なる体制の明確化のために、2019 年度の二度目の認証評価受審後に、2020
年度より内部質保証委員会と、学外の有識者で構成する外部評価委員会（旧：授業評価委
員会）を常設し、事業統制企画室が両委員会の事務局を担当することで、全学の内部質保
証を支援している19）。今や各部署が率先して課題を見つけて目標を設定し、改善活動を恒
常的に取り組んでいることは組織の成長の証である。
　

3.5.2．全学的な質保証のための PDCA サイクルを稼働する仕組み
　上記の体制整備と相まって、エビデンスに基づいて点検・評価を行う仕組みの前身と
なったものが、2010 年から自己点検・評価室が考案した「改善タスクリスト」である。
当初は各部署および委員会等ごとに分割してリスト化し、それぞれから「具体的な部局対
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応（計画または実績）」を四半期に一度、ヒアリングする方式で運用した。2013 年度以降、
自己点検・評価室を事業統制企画室が吸収した後もこれを発展的に継承するとともに、よ
り効率的に実施するため、半期に一度の実施に変更し、2012 年度に受審した認証評価の
改善指摘や参考意見、設置計画履行状況調査等の指摘事項、本学が掲げる中期目標のミッ
ションなど、予め各部署が優先的に取り組むべき課題を事業統制企画室が提示した上で、

「対応／今後の計画」についてヒアリングを行うようにした。ヒアリング結果は、Excel
で統合版の一覧表を作成し、各部署のメンバーが横断的に閲覧できるよう、学内のファイ
ル共有サーバに格納したが、自部署以外の情報を積極的に確認することが稀なことが課題
であった。
　実施方法の見直しを図り、確実に関連部署で連携をして改善を進める仕組みに切り替え
たのは二度目の認証評価を受審する前年の 2018 年度からである。「改善タスクリスト」
は、学内の誰もがオンライン上で閲覧可能な Google スプレッドシートに切り換え、自己
点検・評価との直接的な連続性を意識して、2018 年度からの内部質保証に重点を置いた
第三期認証評価の基準項目との対応関係を整理した。部署単位での独立したシートは廃止
し、部署横断で取り組むべき課題を共通的に可視化した上で、各部署に関わる評価項目に
関して、「現在の状況と課題」「将来計画」「目標期限」を自己点検・評価した結果を記入
してもらう。事業統制企画室は、それらの記載内容を総括的に確認し、認証評価の判断例
に基づいて問題なしなら「〇」、要改善なら「×」の判定を行い、判定根拠のコメントと
改善を要する課題および参考意見を各部署に対してオープンにフィードバックする仕組み
に変更した。2020 年度からは判定結果を外部評価委員にも確認いただき、学内判定の客
観性と妥当性の評価も受けており、全教職員が大学の現状と課題を把握し、改善に取り入
れられるように、評価結果の共有を教授会で行っている。
　学部の三つのポリシーを起点とした教学マネジメントを恒常的に実施するに当たり、
2019 年 5 月には、入学時および在学時、卒業時に関わる検証項目を「アセスメント・ポ
リシー」として定義し、本学が教育目的に掲げる人材育成を達成できているか、学修成果
の検証を行い、大学全体の質的向上・改善を図ることにした20）。同ポリシーを策定した際、
全国の通信制大学を調査したが、自己点検・評価および内部質保証の仕組みが通信制に特
化して具体化されている例は皆無であった。通学制と通信制を併設する大学も少なくない
が、高校新卒で入学する学生を中心とした通学制での教育と、多様なバックグラウンドを
有する学生が在籍する通信制での教育では、授業の実施方法もさることながら、評価の在
り方も全く別の次元である。大学通信教育の質を維持・向上するための仕組みや評価の基
準等については、本学に限らず、今後は益々真摯に向き合っていかなければならないであ
ろう。本学において、毎年作成する中期目標の進捗状況報告書、並びに、三年に一度を目
安に執筆する自己点検評価書は、本学ホームページで広く公表している21）。適切な情報公
表は、通信制の基本理念である社会に開かれた大学としての使命であり、大学運営の透明
性を確保するため、これからも積極的に推進していきたいと考えている。
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4．おわりに

　本稿を執筆するに当たり、学長からの許可をいただいたことに、まず御礼を申し上げた
い。本稿は、開学初年度から本学に長く在籍してきた筆者自身の経験を基に執筆したもの
であるが、これらの成果は、すべての教職員によるたゆまぬ努力の結集である。学内外を
問わず、本学の活動に携わり、支援をいただいたすべての関係者にも深く感謝したい。10
年以上に渡る試行錯誤の連続について、重要事項のテーマに限定して執筆したつもりであ
るものの、当初想定していたよりも長くなり過ぎたため、文章の中で述べてきたことを最
後に要約することは省略する。時間的都合により図表も入れられず、卒業生の活躍状況
や、産業界との関わり、生成 AI を含む今後の情報技術と教育の可能性など、筆者の力量
では語り尽くせぬ点があったことはご容赦いただきたい。
　本稿を書き進めていく中で、2013 年 2 月に筆者が作成した「大学部門教務部戦略項目」
という内部資料が見つかった。四つの戦略項目で構成し、「戦略項目 1：既存学生の卒業
までの継続的な履修の支援（収益向上）」に A～C まで計 11 の目標、「戦略項目 2：新規
顧客の開拓および営業戦略（収益向上）」に D～E まで計 6 の目標、「戦略項目 3：大学の
ブランド力向上（教育の質保証により社会へ説明責任を果たすこと）」に F～H まで計 15
の目標、「戦略項目 4：大学の運営に要する経費の適正化（コスト削減）」に I～J まで計 7
の目標、全体で計 39 の目標を打ち立てて、当時の部内メンバーに展開したものである。
10 年以上の時を経て読み返すと、組織として達成できた目標もあれば、未だ実現に至っ
ていないものもある。一つだけ誇りを持って言えるのは、戦略項目 3 として最初から、

「大学のブランド力向上」とは、「教育の質保証」と「社会への説明責任を果たすこと」と
考え、本学の一員としてブレることなく努めてこられた点である。
　日本での通信制大学の歴史が始まってから、およそ 75 年以上の時が過ぎるが、伝統的
な印刷授業や放送授業とは異なる新しい学修スタイルを、本学は世の中に産み出した。ス
マートフォンさえ誰一人持っていない時代に開学をしたことを考えると隔世の感がある。
しかし、これからも続くテクノロジーの発展とともに、時代に即して我々も絶えず変わり
続けなければならない。それは法律も規制も同様であろう。前例のない道のりは険しくと
も、「初」にこだわることが本学の強みであると確信する。本稿のタイトルとした「オン
ライン大学の変革と発展」とは、日本において本学の歴史そのものであると考えたい。
　本学は、2007 年の開学から早 18 年の実績があり、大学教育の運営状況に関して、国内
外から適正な評価を受けている22）。2025 年には開学と同じ年に生まれた子供たちが 18 歳
を迎え、2026 年 4 月から大学への進学が可能な世代となる。本学が提唱する「デジタル
大学」という新たなカテゴリーに属する真のオンライン大学が、変わりゆく社会の中で市
民権を得ることができるのか、第二幕の始まりはこれからである。
　本学のアーカイブとして残したい記録の一片について、最後まで目を通していただいた
方に謝意を表して筆を置くことにする。
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